
市の花「椿」を植えて遊休農地を解消
７月15日の「農地の日」に合わせ、当委員会では７月14日に遊休農

地の解消を目的とした植樹活動を行いました。「農地の日」は、岩手県
農業会議が農地の確保や有効活用、遊休農地の発生防止・解消を目的と
して制定した日です。
今回の植樹は、市の花である椿を遊休農地に植えることで農地の有効

活用を推進するとともに、令和８年３月に開催予定の「第36回全国椿
サミット大船渡大会」の普及啓発も兼ねています。農業委員と農地利用
最適化推進委員、合わせて13名が参加し、台風接近が心配される中、
ヤブツバキの苗木20本を丁寧に植栽しました。一本一本心を込めて植
え付け、今後の成長に期待を寄せながら、地域の農地がより身近に感じ
られる時間となりました。
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植樹方法について、市農林課
職員から説明を受けました。

農地の日の活動を実施しました！

委員が一致団結して植樹しました。 野生動物の食害に合わないよ
うに、１本１本、食害防止
ネットをかけました。

植樹終了後



農業委員会の委員等について

農業委員会は、地域の大切な農地を守り、次の世代へ引き継いでいくために活動している組織です。

農地は一度宅地や駐車場などに変わると、元の農地に戻すことが難しいため、その利用には法律によ

る制限があります。農業委員会は、そのルールに基づいて、農地をどう使うかを審議し、許可するかど

うかを決める役割を担っています。主な内容は次のとおりです。

１ 農地を農地のまま売ったり貸したりする場合（農地法第3条）

２ 農地を宅地や駐車場など、他の用途に変える場合（農地法第4条）

３ 農地を他の用途に変え、さらに売買や貸借をする場合（農地法第5条）

４ 登記上は農地だが、現状が農地でなくなっている土地の取り扱い

・駐車場や倉庫など、人の手で用途が変わった土地（農地法の適用外であることの証明）

・樹木が生い茂るなど、農地に戻すのが難しくなった土地（農地法第２条第１項の「農地」に該当

するか否かの判断）

また、農業委員会には、「農地等の利用の最適化」の役割もあります。これは、農業を続けやすい環

境をつくるための取り組みで、

・農業の担い手に農地が集まるようにすること

・遊休農地（使われていない農地）の発生を防ぎ、解消していくこと

・新しく農業を始めたい人を支援すること

などの活動を進めています。

農業委員会は、地域の農地を守り、有効に活用し、将来にわたって

農業が続いていくように、日々重要な役割を担っています。

総会での議案審議の様子

当市の農業委員と農地利用最適化推進委員、そしてそれぞれの担当地域は、下記の一覧表のとおりで
す。日頃から農地の管理や活用について、地域の皆さまのご意見を伺いながら活動しています。

農業委員会の仕事とは？



当市の農業委員と農地利用最適化推進委員は、より良い活動につなげるため、様々な研修会に参加し、
知識の習得や情報交換を行っています。

〇令和７年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック別研修会（沿岸ブロック）

【日時：令和７年７月11日(金) 13：00から 会場：休暇村陸中宮古（宮古市）

本研修は、令和６年度末までに、県内すべての市町村で策定した『地域計画』の実現に向けた取組
を進めるとともに、目標地図に基づく利用権の設定を促進するため、農地中間管理機構との協力体制
を強化することを目的に開催されました。今後、農業委員会は関係機関や団体と連携し、計画の実現
に向けて取り組みます。

〇矢巾町農地等先進地視察及び情報交換会

【日時：令和７年８月22日(金) 10：20から 会場：矢巾町活動交流センター（やはぱーく）ほか

本研修は、本会委員の資質向上と業務の一層の推進を図ることを目的に開催しました。研修では、
水稲直播栽培の実践事例等について学ぶとともに、矢巾町の農業委員との意見交換を行う情報交換会
も実施しました。こうした学びや交流を今後の活動に生かし、地域農業の振興につなげていきます。

広宮沢地区の農地整備事業
現地視察の様子

意見交換会終了後の記念撮影

〇農地パトロール等に係る現地研修会

【日時：令和７年８月28日(木) 総会終了後から 会場：盛町字沢川地内

本研修は、農地パトロールにおける調査区分の判定方法に
ついて、現地で学ぶことを目的に開催しました。

委員は実際の農地を巡回し、現地の状況を確認しながら、
調査区分の適切な判定方法や注意点について理解を深めまし
た。また、タブレット端末を用いた現地での記録・報告方法
についても学び、デジタル技術を活用した業務の効率化にも
取り組みました。

現場での実践的な研修を通じて、今後の農地パトロール業
務の精度向上と地域農地の適正な管理に役立てます。

農業委員及び農地利用最適化推進委員の研修

全体研修の様子 グループワークの様子

水稲直播圃場
現地視察の様子



農業委員会からのお知らせ

〇農業委員会の許可が必要です

下記のような場合には、農業委員会の許可が必要となります。許可が必要かどうかや、申請手続き
の方法、必要な書類など、詳しい内容については、農業委員会事務局までお気軽にご相談ください。
適切な手続きを行うことで、農地の円滑な利用や管理に役立ちますので、疑問や不安がある場合は

早めにお問い合わせいただくことをおすすめします。
・農地を耕作目的で、売買、贈与、貸借するとき（農地法第３条）
・農地を耕作目的以外の用途で使用するとき（農地法第４条）
・農地を耕作目的以外の用途で使用し、さらに、売買、贈与、貸借するとき（農地法第５条）

〇農業委員会への届出が必要です
相続や贈与などにより、農業委員会の許可を受けずに農地を取得した場合は、農業委員会へ届出を

提出する必要があります。（農地法第３条の３第１項）
この届出は、農地の適正な管理や利用状況を把握するための大切な手続きです。届出を行う際には、

農地の登記が完了していることを証明する「登記完了証」を添付する必要があります。届出を怠ると、
農地の適正な管理や今後の利用に支障が出ることがありますので、農地を取得した際には、速やかに
手続きを行いましょう。

〇農地の適正管理を心がけましょう
農地を適切に管理することは、作物の生育だけでなく、地域の環境保全にもつながります。
特に、定期的な「草刈り」は重要で、放置すると雑草が繁茂し、野生動物のすみかとなることがあ

り、作物への被害や地域の安全面にも影響を及ぼす恐れがあります。
農地所有者の皆さんは、草刈りなど日頃からの管理を行い、農地の健全な状態を保つことが大切で

す。地域全体で農地を守る意識を持ちましょう。

問い合わせ先 大船渡市農業委員会事務局 電話0192-27-3111 内線349・350

「全国農業新聞」購読のご案内
農業に携わる皆さまにおすすめしたいのが、

毎週金曜日に発行される「全国農業新聞」です。
全国農業新聞は、国や自治体の農業政策の動

きから、現場の営農に役立つ知識や技術の紹介、
地域農業の実践事例、経
営の工夫、さらに暮らし
に役立つ情報まで、農業
全般を幅広く取り上げて
います。
購読料は 月額700円

（年額8,400円） と大変
手頃で、農業を営む方々
はもちろん、農業に関心
をお持ちのご家庭にもお
勧めできます。新聞とし
て読みやすいだけでなく、日々の営農や将来の
経営のヒントとなる情報
が豊富に掲載されている
のが魅力です。
地域農業を支える一助、

また新しい知識や情報を
得る手段として、ぜひこ
の機会に「全国農業新聞」
をご購読ください。

農業者年金に加入しませんか
農業に携わる皆さんの安心した将来を支える

制度として、「農業者年金」があります。
国の制度として運営されており、農業に従事

する方であれば、一定の条件を満たすことで加
入できます。
加入できるのは、次のすべての条件を満たす

方です。
・国民年金第1号被保険者 であること
・年間60日以上、農業に従事していること
・20歳以上65歳未満の方
（ただし60歳以上65歳の方は国民年金任意
加入被保険者に限ります）

農業者年金は積立方式で運営されており、自
らの掛金が将来の年金として受け取れる安心の
仕組みです。さらに、毎月の保険料は2万円か
ら最大6万7千円までの範囲で、1千円単位で自
由に設定できるため、ご自身の経営状況や生活
設計に合わせて無理なく加入できます。
また、一定の要件を満たす方には、国からの

保険料助成を受けられる制度もあります。
将来の生活設計のため、また農業を続ける皆

さんの安心のために、ぜひこの機会に「農業者
年金」への加入を
ご検討ください。
詳しくは、農業

委員会事務局まで
お問い合わせくだ
さい。


